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第１段階 愛ロードサポーター事業参加申込みについて 

 

  ○参加申し込みについて 

    愛ロードサポーター事業に参加してみようとする団体は、参加申込書（別紙様式

１）をお近くの市町を経由して、県地方局建設部管理課又は土木事務所（以下この

手引きの中では単に「県」といいます。）まで提出してください。 

    県では、申込書に基づき、団体に対して活動内容を確認するとともに、市町に対

しては、活動に対する協力内容やごみ処理方法等を確認しますので、決定までには

しばらくの期間を必要とします。 

 

  ○参加できる団体 

    道路の清掃美化活動を通じて、人々に潤いや豊かさ、快適さを与える美しい景観

づくりを創出し、または、維持するために、地域にふさわしい道路環境づくりを進

めようとする愛ロードサポーター事業の趣旨に賛同していただける団体でしたら参

加できますので、自治会、町内会、小中学校、老人会、婦人会、地元企業等、幅広

い県民各層からの参加を期待しております。 

    参加できる団体の条件は次のとおりです。 

    （１）概ね１０人以上の団体であること。 

    （２）県管理道路の概ね３００ｍ以上の一定区間を活動すること。 

    （３）原則年間１回以上の清掃美化活動を実施すること。 

 

  ○活動の内容 

    歩道、路肩、側溝及び植樹帯等において、ごみや空き缶の収集や除草等の清掃作

業を行っていただきます。 

    決して車道部での作業は行わないでください。 

    また、花壇の植栽など緑化活動を行う場合は、事前に県と相談してください。 

 

  ○活動に対する県や市町の協力 

    愛ロードサポーター活動に対して、県や市町では、団体名を記した表示板の設置、

ボランティア保険への加入、軍手やごみ袋、草花の種子の提供などを行います。 
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  ○参加申込書提出に当たっての注意事項 

 

    １．愛ロードサポーター事業に参加していただくかどうか、また、どこの区間を

作業していただくかは、市町の意見や他の団体の申込状況等を考慮して決定し 

ますので、お申し込みをいただいた場合でも、第１希望以外の区間の活動をお 

願いする場合などもありますので、あらかじめご了承下さい。 

 

    ２．作業内容は、ごみや空き缶の収集や除草等の清掃活動の他に、花壇等への植

栽などの緑化活動を希望することが出来ますが、緑化活動の実施に当たっては、

道路管理上の理由により、内容の変更をお願いする場合がありますので、事前

に県と相談して下さい。 

 

    ３．愛ロードサポーター事業の活動の対象となる県管理道路とは、次の国道１３

路線と県道２４５路線です。 

      国道１９４号、１９７号、３１７号、３１９号、３２０号、３７８号、 

        ３７９号、３８０号、３８１号、４３７号、４４０号、４４１号、 

        ４９４号 

 

    ４．詳しいことやご不明な点は次の機関までお問い合わせください。 

 

       県庁土木部道路維持課        ０８９（９１２）２７２０ 

       四国中央土木事務所 用地管理課   ０８９６（２４）４４５５（代表） 

       東予地方局建設部 管理課      ０８９７（５６）１３００（代表） 

       今治土木事務所 管理課       ０８９８（２３）２５００（代表） 

       中予地方局建設部 管理課      ０８９（９４１）１１１１（代表） 

       久万高原土木事務所 用地管理課   ０８９２（２１）１２１０（代表） 

       大洲土木事務所 事業管理課     ０８９３（２４）５１２１（代表） 

       八幡浜土木事務所 管理課      ０８９４（２２）４１１１（代表） 

       西予土木事務所 事業管理課     ０８９４（６２）１３３１（代表） 

       南予地方局建設部 管理課      ０８９５（２２）５２１１（代表） 

       愛南土木事務所 用地管理課     ０８９５（７２）１１４５（代表） 
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第２段階 愛ロードサポーター事業参加決定について 

 

  ○認定書の交付 

    愛ロードサポーター事業への参加が適当と認められた団体に対して、県は認定書

（別紙様式２）を交付します。 

 

  ○確認書の締結 

    認定書の交付と併せて、団体の代表者と地元市町と県との３者で、愛ロードサポ

ーター事業に関する確認書（別紙様式３）を締結します。この確認書は、清掃美化

活動の区間をはじめ、市町や県の協力内容など、愛ロードサポーター事業の実施に

必要な事項を明らかにしたものです。 

 

  ○活動計画書の提出 

    確認書の締結が終わりましたら、団体の代表者の方は、活動計画書（別紙様式４）、

構成員名簿（別紙様式８)を市町を経由して県まで提出してください。これは、みな

さんの活動の状況を事前に把握しておく必要があるからです。 

    活動計画書の提出に当たっては，参加者の年齢構成や活動内容を十分検討の上、

空き缶やごみ拾いなどの手軽にできる安全で無理のない計画を立ててください。 

    また、毎年８月は「道路ふれあい月間（※）」ですので、できるだけ８月に活動計

画をいれていただくようお願いします。 

 

      ※「道路ふれあい月間」とは、国民の皆様が道路と親しみ、ふれあい、常に、広く、美しく、

安全に道路を利用していただく気持ちを高めていただこうと、国土交通省が提唱し、８月１

０日の「道の日」を中心に様々な活動を展開しています。 

 

  ○ボランティア保険への加入 

    県では、活動中の万一の事故に備えて、ボランティア保険に加入いたします。 

    参加者の保険料の負担はありません。 

 

  ○表示板の設置 

    県では、清掃美化活動を行う区間内の道路交通上支障がない場所に、団体名を記

した表示板を設置します。 

    表示板は、基本的に次の仕様で統一し、設置する場所については、団体と県が相

談の上、設置します。 

    表示板の設置期間は、愛ロードサポーター事業へ参加している期間とします。 
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表示板仕様 

 

       （表）               （裏） 

 

 

 

        300 ㎜ 

 

100 ㎜ 
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ち   1500 ㎜ 

 

 

 

愛媛県愛ロード制度実施区域 

（団体名） 
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路 

を 
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に 
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第３段階 愛ロードサポーター事業実施について 

 

  ○活動実施連絡票の提出 

    活動を実施する際には、活動ごとの責任者を決めるとともに、活動を実施する日

の２週間前までに活動実施連絡票（別紙様式５）を市町を経由して県まで提出して

ください。 

 

  ○実施に当たっての注意事項 

    活動の実施に当たっては、何よりもまず参加者１人１人が安全管理に注意すると

ともに、道路交通に支障が生じないように努めてください。 

    特に、中学生以下が参加する場合は、安全を確保するのに十分な人員の保護者又

は成人が参加するなど、交通事故防止等の安全対策を講じてください。 

    活動を実施する場所までの移動については、極力徒歩で行くようにするとともに、

やむを得ず自動車等で移動する場合は違法駐車を行わない等、法令を守ってくださ

い。 

    活動していただくのは、歩道、路肩、側溝及び植樹帯等で行い、決して車道部で

は行わないでください。 

    また、法面などの急斜面部分での除草や樹木の剪定作業についても危険が伴いま

すので、控えてください。 

 

  ○清掃用具の貸し出し 

    活動に必要な用具につきましては団体の方でご用意願います。 

    どうしても用具が不足する場合は、その旨を活動実施連絡票に記入のうえ、県と

相談してください。 

 

  ○ごみの取り扱い 

    清掃の対象となるごみ等は、紙くず類、空き缶類、ビン類、その他家庭ごみとし

て回収可能なものに限ります。 

    ポンコツ車等の大型の粗大ごみや危険物などについては、回収の対象としており

ませんので、これらを発見した場合は、県まで連絡してください。 

    ごみの分別作業は、手間のかかる作業でありますが、資源のリサイクルやごみを

回収する上で大変重要ですので、ご理解の上、ご協力をお願いします。 

    清掃活動により、大量のごみの発生が予想される場合は、ごみ運搬車を県の方で

借り上げることも出来ますので、ごみ運搬車が必要な場合は、その旨を活動実施連

絡票に記入のうえ、県と相談してください。 
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  ○県の協力 

    愛ロードサポーター活動に対して、県では次のような協力をします。 

     （１）団体名を記した表示板の設置 

     （２）ボランティア保険への加入 

     （３）軍手や草花の種子の提供のほか活動に必要な清掃用具の貸出など可能な

範囲での協力 

 

  ○市町の協力 

    愛ロードサポーター活動に対して、市町では次のような協力をします。 

     （１）回収したごみの処理場での処分 

     （２）団体と県との連絡調整 

     （３）ごみ袋の提供等参加者の活動について市町長が必要と認めた協力 

 

  ○活動中の禁止行為 

    清掃美化活動とあわせて、道路の愛護活動と関係のないチラシの配布、イベント

の開催など他の目的を持つ活動等を行うことはできません。これは、愛ロードサポ

ーター事業が健全な道路ボランティアを育成する趣旨のものであることから、異な

った目的の営利活動やＰＲ活動等に利用されることを防ぐことを目的としておりま

すのでご理解願います。 

 

  ○事故発生の場合 

    活動中、万が一、事故が発生した場合は、速やかに、事故報告書（別紙様式７）

を県まで提出してください。 

    県では加入しているボランティア保険により対応します。 

 

  ○活動報告書の提出 

    活動報告に当たっては、翌年度の６月末までに、１年間の簡単な活動報告書（別

紙様式６）を市町を経由して県まで提出してください。 

    この報告書は皆さんの活動状況を把握するとともに、今後の道路環境づくりに役

立てるために必要なものですので、提出の際には、愛ロードサポーター事業をより

よいものとするため、活動に際しての改善点など積極的なご提言もあわせてお願い

します。 
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第４段階 愛ロードサポーター事業更新等について 

 

  ○更新の手続き 

    確認書の効力は、団体の代表者から確認書の変更又は解除の申し出がない場合は、

長期間活動実施が確認できない場合を除き、継続いたしますので、活動を継続する

場合は、特に手続きの必要ありません。 

    ただ、毎年４月末までに、６月から翌年５月までの１年間の活動計画書（別紙様

式４）を市町を経由して県まで提出してください。また、構成員の変更がある場合

は、構成員名簿（別紙様式８）も提出してください。 

 

  ○契約変更・解除の手続き 

    確認書を解除する場合、あるいは団体名、代表者名、活動区間等を変更する場合

は、確認書変更・解除届（別紙様式９）を市町を通じて県まで提出してください。 

 

  ○確認書の解除 

    清掃美化活動の実施に当たって、確認書の各条に規定する義務を履行できないと

き、又は道路の清掃美化活動としてふさわしくない活動がなされていると認められ

た場合等には、確認書を解除する場合がありますのでご注意ください。 
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愛ロードサポーター事業システムフロー 

 

 

申       込       者 

  ↑    ↑   ↑                │    ↑    │ 

⑥確認書締結 │   │              ①申込書提出 │    │ 

  │    │   │                │    │    │ 

  │    │   │                │⑥確認書締結   │ 

  │ ⑤認定書交付 │                │    │    │ 

  │    │   │                │    │⑦活動計画書、 

  │    │ ③活動内容確認            │    │ 構成員名簿提出 

  ↓    │   │                ↓    ↓    ↓ 

県地方局 

 

←──②申込書回送──── 

 

───④協力内容確認──→ 

 

←──⑥確認書締結───→ 

 

←──⑧活動計画書回送── 

 

市町 

  │     │ 

  │     └──────────────┐ 

⑨申込書（写）、認定書（写）、確認書（写）   │ 

 活動計画書（写）、構成員名簿（写）送付 ⑪表示板発注 

  │                    │ 

  ↓                    ↓ 

道 路 維 持 課 
 

業    者 

  │ 

  │⑩ボランティア保険加入 

  ↓ 

保 険 会 社 
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愛ロードサポーター事業実施要領 

 

 

（目的） 

第１条 地域住民共有のかけがえのない財産である道路について、自発的に清掃美化

活動を行う住民団体等を「愛ロードサポーター」として募集し、住民と行政が協力

して、地域にふさわしい快適で美しい道路環境づくりを推進するとともに、その担

い手である道路愛護団体の育成と社会の道路愛護意識の向上に資する。 

（参加資格） 

第２条 参加資格は、道路愛護活動に意欲的な概ね１０人以上の団体で、県管理の国

道又は県道の概ね３００ｍ以上の一定区間について、原則年１回以上の清掃美化活

動を実施するできる団体とする。ただし、暴力団員による不当な行為の防止等に関

する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団、愛媛県暴力団

排除条例（平成２２年愛媛県条例第２４号）第２条第３号に規定する暴力団員等が

代表者である団体その他県が参加団体として不適当と認める団体は、この限りでな

い。 

（参加手続き） 

第３条 愛ロードサポーター事業（以下「事業」という。）に参加しようとする団体

は、参加申込書（別紙様式１）を、地元市町長を経由して、県地方局建設部長又は

土木事務所長（以下「県」という。）に提出する。 

２ 参加申込書を受け付けた県は、申込者と地元市町との三者で、活動内容、役割及

びごみ処理方法等を確認し、合意に基づき申込者に愛ロードサポーター認定書（別

紙様式２）を交付の上、三者による活動に関する確認書（別紙様式３）を締結する。

ただし、県が不適当と認める場合を除く。 

３ 確約書を締結した参加団体の代表者（以下「代表者」という。）は、活動計画書

（別紙様式４）を地元市町長を経由して県に提出する。 

（参加団体の活動） 

第４条 参加団体の活動は、次のとおりとする。 

 (1) 活動区間内の歩道、路肩、側溝及び植樹帯等について、参加団体の活動計画に

基づいて自発的に清掃美化作業を行う。なお、花壇等の植栽を行う場合は、事前

に県と協議する。 

 (2) 回収したごみは、市町の分別方法と指示に従って、適正に処理する。 

 (3) 参加団体の構成員は、清掃美化活動の際に、道路において、目的外のチラシ配

布、イベント開催等他の目的を持つ活動を行ってはいけない。 

（安全の確保） 

第５条 活動に際しては、交通事故防止等の安全対策を講じるなど、参加団体が責任

を持って対処するものとする。 

２ 中学生以下の者が参加する場合は、安全を確保するのに十分な人員の成人が参加

するものとする。 

（活動計画） 

第６条 代表者は、毎年４月末までに、６月から１年間の活動計画書（別紙様式４）、

構成員名簿（別紙様式８）を地元市町長を経由して県に提出するものとする。 

２ 代表者は、活動ごとに責任者を決め、活動を実施する２週間前までに、活動実施

連絡票（別紙様式５）を地元市町長を経由して県に提出するものとする。 

（活動報告） 
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第７条 代表者は、翌年度の６月末までに、１年間の活動報告書（別紙様式６）を地

元市町長を経由して県に提出するものとする。 

（事故の報告） 

第８条 代表者は、活動中に事故が発生した場合は，速やかに県に通報し、事故報告

書（別紙様式７）を提出するものとする。 

（県の役割） 

第９条 県の役割は次のとおりとする。 

 (1) 事業の実施主体とする。 

 (2) 活動区間に参加団体名を記した表示板を設置する。 

 (3) 参加活動に関するボランティア保険に加入する。 

 (4) 参加団体に軍手や草花の種子を可能な範囲で提供する。（市町がごみ袋を支給

できない場合は、ごみ袋も提供する。） 

 (5) その他参加活動について必要な支援を行う。 

（市町の協力） 

第 10 条 市町は、事業の円滑な実施のため、次のとおり協力する。 

 (1)参加団体が回収したごみの処分について協力する。（少なくともごみ処理場に受

け入れて処分する。） 

 (2) 参加団体と県との連絡調整について協力する。 

 (3) ごみ袋の提供等参加活動について市町長が必要と認めた協力を行う。 

（確認書の継続期間及び解除） 

第 11 条 確認書は、代表者から、確認書の変更又は解除の申し出がない場合は、長

期間活動実施が確認できない場合を除き、継続するものとする。 

２ 代表者が確認書解除・変更届（別紙様式９）により、地元市町を経由して県に確

認書の変更又は解除を申し出たときは、県は市町長と協議の上、確認書を変更又は

解除することができるものとする。 

３ 県は、参加団体が確認書の各条に規定する義務を履行できないとき、又は第２条

ただし書に規定する団体に該当することが判明したときは、確認書を解除すること

ができるものとする。 

（その他） 

第 12 条 参加活動への詳細な対応については、適宜、参加団体、市町及び県が協議

して決定する。 

 

附 則 

この要領は、平成 13 年４月６日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成 16 年８月１日から施行する。 

附 則 

１ この要領は、平成 17年２月 21日から施行する。 

２ 改正後のこの要領は、施行日前に認定した団体については、平成 16 年度の活動

期間を平成 16年７月から平成 17 年５月までとする。 

附 則 

この要領は、平成 18 年８月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成 20 年８月８日から施行する。 

附 則 



 

 11 

この要領は、平成 24 年６月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成 28 年８月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和３年１月 20 日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和５年 10月１日から施行する。 
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別紙様式１  

愛ロードサポーター事業参加申込書  

申込年月日    年  月  日  

団体・企業名   

所 在 地  
 

（電話）  

代表者氏名 (ふりがな)  

住   所  
 

（電話）  

Ｆ Ａ Ｘ   メール   

団体の構成員数  

（注１に留意）  

 

 

年 間 活 動 回 数 

（予定）  

 

 

活

動

希

望

場

所  

希望順位  路線名   区   間  延 長  

 

第１希望  

 

 

から  

まで  

ｍ  

 

 

第２希望  

 

 

から  

まで  

ｍ  

 

 

第３希望  

 

 

から  

まで  

ｍ  

 

 

活動内容 (予定 ) 

(該当するものを○  

で囲んで、作業内容を

具体的に記入して下

さい ) 

・清掃作業（ごみの回収、除草等）  

 

 

 

・清掃作業と緑化作業（花壇等の植栽）  

 

 

 

ボランティア保険

加入希望の有無  

ボランティア保険の加入を  希望する 希望しない  

その他   

□ 我々は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第

２条第２号に規定する暴力団、愛媛県暴力団排除条例（平成 22 年愛媛県条例第 24 号）第

２条第３号に規定する暴力団員等が代表者である団体ではありません。  

（注）１ 団体等の会員数、又は企業の構成員のうち、活動に参加する人数 (予定 )を記入し

てください。  

２ 申込書は、市町に提出してください。  

   ３ 市町長は、必要事項の記載を確認し、コピーを保存のうえ、所轄の地方局建設部

長又は土木事務所長に回送してください。  

   ４ ボランティア保険加入を希望する場合は｢希望する｣を、希望しない場合は｢希望
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しない｣を丸で囲んでください。  

   ５ その他の欄に看板設置、活動資材、草花の種子の提供支援の有無について記入し

てください。  

   ６ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２

条第２号に規定する暴力団、愛媛県暴力団排除条例（平成 22 年愛媛県条例第 24

号）第２条第３号に規定する暴力団員等が代表者である団体に該当しない場合は、

チェックボックスに☑を記入してください。  



 

 14 

 

別紙様式２  

 

  年  月  日  

 

 

 

愛ロードサポーター認定書  

 

 

 

 
（団体名）  

（代表者氏名）       様  

 

○○地方局建設部長（土木事務所）長  

 

 

 

貴団体を次の道路区間の愛ロードサポーターに認定します。  

 

１ 道路名  

県道○○○○線（一般国道○○○号）  

 

 

２ 区 間  

                   から  

 

 

                   まで（約   ｍ）  
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別紙様式３  

 

愛ロードサポーター事業に関する確認書  

 

 （愛ロードサポーター名）（以下「団体」という。）、○○市（町）長（以下「○○市（町）」

という。）及び道路管理者愛媛県○○地方局○○建設部（土木事務所）長（以下「県」と

いう。）は、愛ロードサポーター事業の実施に関し次のとおり確認する。  

 

（活動区間）  

第１条 団体の活動区間は、次のとおりとする。  

路線名  県道           線（国道  号）  

区 間                から  

                   まで（約   ｍ） 

（活動内容）  

第２条 団体は、活動区間の歩道及び植樹帯等（車道部分を除く）について、

６月から翌年５月までの１年間に原則１回以上の清掃美化活動を自発的に

行う。  

２ 団体は、回収したごみについて、○○市（町）の分別方法と指示に従って

適正に処理する。  

３ 中学生以下が参加する場合は、保護者又は成人の十分な安全監視のもとに

作業を行うなど、団体が責任を持って安全対策を講じる。  

４ 団体は、活動場所へは極力徒歩で行くこととし、やむを得ず自動車等で行

く場合は、違法駐車を行わない。また、活動中は法令を守り、道路交通に支

障が生じないように努める。  

５ 団体の代表者は、活動計画書、活動報告書及び活動実施連絡票を、それぞ

れの提出期限までに○○市（町）へ提出し、○○市（町）長は、県に回送す

る。  

 

 

 

 

 

（事故の責任）  

第３条 道路の清掃美化活動は、団体の自己責任下で行うボランティア活動であって、

活動中の事故に対して、○○市（町）と県はその責任を負わない。ただし、県が

加入しているボランティア保険の対象となる事故については、当該保険の範囲内

で補償を行う。  

２ 団体の代表者は、事故が発生した場合は、速やかに県に連絡するとともに、

事故発生報告書と併せて構成員名簿を県に提出する。  

（県の協力）  

第４条 県は、団体と協議し、団体名を記した表示板を設置する。  

 提出書類      提出期限     備  考  

活動計画書  ４月末日  ６月から１年間  

活動報告書  翌年の６月末日  前年６月から１年間  

活動実施連絡票  活動を実施する２週間前   
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２ 県は、活動に関するボランティア保険へ加入する。  

３ 県は、軍手や草花の種子の提供のほか活動に必要な清掃用具の支給、貸出

など可能な範囲での協力を行う。  

（市町の協力）  

第５条 ○○市（町）は、団体が回収したごみを処理場で処分する。  

２ ○○市（町）は、団体の活動に関し、次の協力を行う。  

ごみ袋の支給など協力内容を具体的に記入する。  

 

（ごみの処分方法）  

第６条 ○○市（町）の分別方法に従い分別した回収ごみは、つぎにより処理

する。  

ごみ処理場までの運搬の主体について、明記する。  

（例）市町が活動現場で収集し、処理場へ運搬する。  

団体が○○まで運搬し、その後は○○市（町）が処理する。  

 

（確認書の期間）  

第７条 この確認書は、団体から変更又は解除の申し出がない場合は、長期間

活動実施が確認できない場合を除き、継続するものとする。ただし、団体の

活動が、この確認書その他法令に抵触する場合、または趣旨と異なる活動を

行うなど愛ロードサポーターとしてふさわしくないと認められる場合は、県

は○○市（町）と協議してこの確認書を解除することができるものとする。 

（その他）  

第８条 本確認書に定めのない事項又は疑義が生じた場合は、適宜、団体、○

○市（町）及び県が協議して解決するものとする。  

 

  年  月  日  

 

 （愛ﾛｰﾄﾞｻﾎﾟｰﾀｰ）   団 体 名  

             代表者住所  

             代表者氏名              

 

   （市町長）   ○ ○ 市（町）長            

 

   （県）     ○○地方局建設部（土木事務所）長     

 

      【連絡先】  

○ ○市（町）△△課          TEL 

○ ○地方局建設部（土木事務所）△△課 TEL 
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別紙様式４  

  年  月  日  

愛ロードサポーター活動計画書  

団 体 名   

代表者氏名  

 

 

（電話）  

 路 線 名   

 

活動日及び内容（予定）  

活動日  活動箇所  延長 (ｍ ) 活動内容  参加人数  

     

     

     

（例）  

Ｈ28. 8.10 

○○町大字  

    △△  
500 空き缶・ごみ拾い  20 

活動に当た

って提供・貸

出を希望す

るもの 

軍手 ゴミ袋 
草刈機 

替刃 
混合油 

鎌 

[貸出] 

火バサミ 

[貸出] 

その他 

(   ) 

組 枚 枚 Ｌ 本 本  

備考  

（注）１ 計画書は、市町に提出してください。  

   ２ 市町長は、必要事項の記載を確認し、コピーを保存のうえ、所轄の地方局建設部

長又は土木事務所長に回送してください。  

   ３ ８月は道路ふれあい月間です。できるだけ、８月に活動計画を入れていただくよ

うお願いします。  

   ４ 提供・貸出できる物品に限りがあるため、ご要望に沿えない場合もあります。  

   ５ 備考欄に看板設置（未設置の場合に限る）、草木の種子の提供支援の希望の有無

について記入してください。  

   ６ 構成員の名簿の変更がある場合は、名簿を提出してください。  
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別紙様式５  

  年  月  日  

愛ロードサポーター活動実施連絡票  

団 体 名  

代表者氏名  

活 動 日 時 

月   日（  ） 

 

      時    ～    時 

活動路線名  

活 動 場 所  

参 加 人 数 人 

活 動 内 容 

 

 

 

 

 

 

活動実施 

責任者及び

連絡先 

 

 

 

（電話） 

活動に当た

って提供・

貸出を希望

するもの 

軍手 ゴミ袋 
草刈機

替刃 
混合油 

鎌 

[貸出] 

火バサミ 

[貸出] 

その他 

(   ) 

組 枚 枚 Ｌ 本 本  

（注）１ 連絡票は、活動実施日の２週間前までに、市町に提出してください。  

   ２ 市町長は、必要事項の記載を確認し、コピーを保存のうえ、所轄の地方局建設部

長又は土木事務所長に回送してください。  

   ３ 提出後、活動日を変更する場合は、市町と地方局建設部又は土木事務所に連絡し

てください。  
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別紙様式６  

  年  月  日  

愛ロードサポーター活動報告書  

団 体 名  
 

代表者氏名  

 

 

（電話）  

 路 線 名  
 

 

活動年月日及び内容  

活動年月日  活動箇所  延長 (ｍ ) 活動内容  参加人数  

     

     

     

     

     

（例）  

Ｈ24. 8.10 

○○町大字  

    △△  
500 空き缶・ごみ拾い  20 

（注）１ 報告書は、毎年 6 月末日までに地元市町に提出してください。  

   ２ 提出を受けた市町は、地方局建設部又は土木事務所に回送してください。  
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別紙様式７  

  年  月  日  

愛ロードサポーター活動事故発生報告書  

団 体 名  
 

代表者氏名  
 

 

 連絡先 (電話番号 ) 
 

 

 

負傷者  

住所  
 

 
電話  

 

 

氏名  
 

年齢  
 

事故発生日時  

 

事故発生場所  

 

事故の原因、状況など  

 

                                   

 

                                   

 

                                   

 

                                   

 

                                   

 

                                   

（注）事故の状況がわかるような図面と構成員名簿を添付し、速やかに県へ提出してくださ

い。  
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別紙様式８  

 

愛ロードサポーター構成員名簿  

 

愛ロードサポーター名   

代  表  者  氏  名   

代  表  者  住  所   

代表者電話番号     （   ）    －  

 

番号  氏 名  年齢  住   所  備 考  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

※事故が発生した場合、本名簿の提出が必要となりますので、万一の事故に備

えてあらかじめ本名簿の作成をお願いします。  
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別紙様式９  

  年  月  日  

 

 

○○地方局建設部（土木事務所）長  

                 様  

○○市町長  

 

 

         団体名（企業名）  

         代表者氏名  

         電話番号  

 

愛ロードサポーター事業確認書変更・解除届  

 

 愛ロードサポーター事業に関する確認書について、次のとおり変更・解除したく申し

出ます。  

 

 １ 変更時期（解除時期）  

 

 

 

 

 ２ 変更内容（解除理由）  

 

 

 

 

 

 

（注）１ 変更・解除届は、市町に提出してください。  

   ２ 市町長は、必要事項の記載を確認し、コピーを保存のうえ、所轄の地方局建設部

長又は土木事務所長に回送してください。  

 


